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「新たな人身取引対策行動計画（仮称）」（案） 

 

 

Ⅰ．人身取引の実態把握の徹底 

① 人身取引被害の発生状況の把握・分析 

 

入国管理局における各種手続、警察における風俗営業等に対する立入調査や取締り、

婦人相談所における人身取引被害女性の保護等の活動や在京大使館、ＮＧＯ関係者、

弁護士等からの情報提供を通じて、関係行政機関において、外国人女性及び外国人労

働者の稼働状況や人身取引被害の発生状況、国内外のブローカー組織の現状等の把

握・分析に努めるとともに人身取引につながり得る事案に関する情報等必要な情報の

共有を推進する。 

 

② 諸外国政府等との情報交換 

 

 人身取引被害者の送出国等への政府協議調査団の派遣等を通じて、諸外国の政府、

関係機関等との情報交換に努める。また、関係省庁、在京大使館、ＮＧＯ等との間で

設置している人身取引事犯に係るコンタクト・ポイントを有効に活用して情報交換を

図り、国内外のブローカー等の検挙に結び付ける。 

 

Ⅱ．総合的・包括的な人身取引対策 

１．人身取引の防止 

（１）潜在的被害者の入国防止 

① 査証審査体制の強化 

 

偽装結婚、なりすまし等巧妙な手口による査証申請の増加及び国籍法改正に伴って

日本国籍を取得した未成年者に同伴して来日する母親、日本国籍を取得するために来

日する親子等からの査証申請の増加に対処するため、特にフィリピンやタイに所在す

る在外公館の査証官の定員を増強し、個別面接でのよりきめ細かい事情聴取を行い、

人身取引被害の防止に努める。 

 

② 査証広域ネットワーク（査証ＷＡＮ）の整備強化 

 

水際対策の一環として、在外公館での疑わしい査証申請に関する情報の即時共有化

を図り、人身取引の防止に役立てるため、外務本省と在外公館及び関係省庁との間で

構築を進めている情報通信ネットワーク（査証ＷＡＮ）について、引き続きネットワ

ークの拡充を図る。 

 

③ 出入国管理の強化 
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入国管理局が運用している人身取引データベース等を活用するなどして、空海港に

おいて、厳格な上陸審査を実施するとともに、不法入国等の防止に資するため、不法

入国者が数多く出発している外国の空港にリエゾン・オフィサー（連絡渉外官）とし

て偽変造文書鑑識のエキスパートを派遣する。また、我が国を経由して第三国に入国

を図ろうとする人身取引被害事案を防止するため、空港における直行通過区域（トラ

ンジットエリア）におけるパトロール活動を徹底し、航空会社と協力して、ブローカ

ー等からの偽変造旅券の受け渡し等不審な動きの監視・摘発に努める。 

 

④ 偽変造文書対策の強化 

 

人身取引被害者を入国させる手段として旅券等の偽変造文書が使用されないよう

にするため、出入国者の大多数を占める成田・関西・中部の各空港に設置している偽

変造文書対策室において、偽変造文書の鑑識を厳格に実施するとともに、偽変造鑑識

機器を設置した空海港の職員に対する研修等を実施し、鑑識機器の有効活用に努める。 

 

⑤ 次世代ＩＣ旅券発給に向けた検討 

  

 我が国の旅券が人身取引の手段として使用されないようにするため、なりすましに

よる旅券の不正取得や偽変造を含めた旅券の不正行使事案への対策を強化する方法

として第二バイオメトリクスを搭載した次世代ＩＣ旅券の導入を検討する。 

 

（２）在留管理の徹底 

① 偽装滞在事案・不法滞在事案に対する取締り強化 

 

厳格な在留管理により、偽装滞在・不法滞在を伴う人身取引事犯の防止を図る。特

に、偽装結婚を手段とする人身取引事犯の増加が懸念されることから、「日本人の配

偶者等」の在留資格で入国後、摘発等のあった風俗営業店等で稼働する外国人の婚姻

実態を追跡調査して、偽装結婚事犯の取締りを強化する。また、偽装結婚を始めとす

る偽装滞在事案及び不法滞在事案並びにこれらの事案に関与するブローカー等の取

締りに資するため、警察及び入国管理局において、情報交換を推進するとともに、こ

れらの事案を認知した場合には、連携の上、積極的に取り締まる。さらに、入国管理

局における在留資格認定証明書の交付審査及び在外公館における査証審査の実施に

当たっては、入国管理局と在外公館の連携を強化する。 

 

② 偽装滞在者に対する追跡調査の徹底及び在留資格取消制度の活用 

  

 各種情報や酒類提供飲食店等の風俗店等における摘発結果から、偽装結婚等の偽装

滞在が疑われる者に対しては、在留実態を追跡調査した上で、適正かつ厳格な在留審

査を行うとともに、在留資格取消しの対象となる者については、積極的に在留資格の

取消しを行う。 
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③ 不法就労の防止 

 

人身取引被害者の多くが不法就労を強制されている実態を踏まえ、警察、入国管理

局、労働基準監督署等関係行政機関の連携を強化し、不法就労事案の取締りに資する

情報交換を積極的に行うとともに、人身取引等の被害者を不法就労させる悪質な雇用

主、ブローカー等を認知した場合には、警察において、入国管理局、労働基準監督署

等関係行政機関の協力を得て、積極的に取り締まることにより、人身取引事案の掘り

起こし及び被害者の救済につなげる。特に、人身取引被害者の多くが、風俗営業、性

風俗関連特殊営業等に不法就労させられていることが多いことから、これらの営業に

係る不法就労事案の取締りを強化する。また、国民の不法就労防止に関する意識を高

めるため、「外国人労働者問題啓発月間」に時期を合わせて毎年６月に実施している

「不法就労外国人対策キャンペーン」等、不法就労防止のための啓発活動を行う。 

 

２．人身取引の撲滅 

（１）取締りの徹底 

① 人身取引事犯の取締りの徹底 

   

 警察、入国管理局、海上保安庁等において、各種法令違反の摘発や匿名通報ダイヤ

ルの運用等の各種活動を通じて人身取引事犯の早期発見に努め、徹底的に取り締まる。

その際、人身取引事犯の背後に潜在する犯罪組織の解明を視野に入れ、警察、海上保

安庁等において、関係行政機関と緊密な連携・協力を図り、人身売買罪、入管法違反、

風営適正化法違反、労働基準法違反その他人身取引に関連する行為を処罰する現行の

罰則を積極的に適用し、犯罪収益の剥
は く

奪を含め、厳正な科刑の実現に努める。 

 

② 売春事犯等の取締りの徹底 

 

日本における人身取引事案の多くは、売春による搾取等の性的搾取によるものであ

ることから、風俗営業店等を装った店舗型売春事犯、デリヘルを装った派遣型売春事

犯等の売春事犯及び風俗関係事犯の取締りを通じて人身取引事案の掘り起しに努め

るとともに、厳正な科刑の実現に努める。 

 

③ 児童の性的搾取に対する厳正な対応 

  

 児童に対する性的搾取について、「ゼロ・トレランス（不寛容）」の観点から対処す

ることとし、児童買春・児童ポルノ事犯に対しては、国外犯規定の適用を含め、児童

買春・児童ポルノ禁止法違反等により徹底的に取り締まるとともに、より一層厳正な

科刑の実現に努める。また、児童ポルノ等の排除に向けた取組を強化する。 

 



  

4 

 

④ 悪質な雇用主、ブローカー等の取締りの徹底 

  

 風営適正化法、入管法、労働基準法等関係法令の履行確保を図るとともに、警察、

入国管理局、労働基準監督署、海上保安庁等の関係行政機関において、性的搾取、労

働搾取等を目的とする人身取引に該当する可能性がある事案についての認識を共有

し、そのような事案を認知した場合は、警察において、入国管理局、労働基準監督署、

海上保安庁等の関係行政機関と緊密な連携・協力を図り、悪質な雇用主、ブローカー

等の検挙を念頭に置き、人身取引事犯の取締りに当たる。 

 

（２）国境を越えた犯罪の取締り 

① 外国関係機関との連携強化 

 

ＩＣＰＯ（国際刑事警察機構）を通じて、人身取引被害者の送出国や日本人による

児童買春等が行われている疑いのある諸外国の捜査機関との間で人身取引事案及び

児童買春・児童ポルノ事案に関する情報交換を必要に応じ実施する。また、人身取引

被害者の送出国との間で、二国間の協議等（特に被害者が多い日比領事当局間協議、

日タイ領事当局間協議及び日タイ共同タスクフォース）を通じて、人身取引事犯に関

係した外国旅券・査証等の情報を交換し、人身取引の防止に向けた対策を講ずる。 

 

② 国際捜査共助の充実化 

 

外国当局が、当該国で児童買春・児童ポルノ事犯等の人身取引事犯に関与した日本

人を訴追するに当たり、児童の権利に関する条約選択議定書において規定されている

犯罪について我が国で双罰性が認められることも踏まえ、国際礼譲又は刑事共助条約

等の関連する国際約束に基づいて我が国に捜査共助を要請してきた場合には、国際捜

査共助法等の国内関連法に基づく積極的な共助を実施する。特に、共助件数の多い国

との間については、刑事共助に関する条約の締結の可能性について検討する。 

 

３．人身取引被害者の保護 

（１）被害者の認知 

① 潜在的被害者に対する被害者保護施策の周知 

   

チラシ、リーフレット等を作成し、人身取引被害者の目に触れやすい場所で配付し、

また、法務省のホームページ英語版に、人身取引に関する情報を掲載するなど、被害

を受けていることを自覚していない又は被害を訴えることができずにいる潜在的な

被害者への被害者保護施策の周知に努める。また、婦人相談所が国籍を問わず、各般

の問題を抱えた女性の相談・保護に応ずる機関であることについて、各都道府県にお

ける広報・周知を促進する。 
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② 各種窓口における対応 

 

警察、入国管理局、法務局、婦人相談所、児童相談所、外務本省等の各種窓口にお

いて、人身取引被害者やその関係者から相談や保護要請があった場合には積極的に対

応し、相談者等が人身取引被害の申告を躊躇
ちゅうちょ

することのないように、例えば、相談者

等が外国人である場合にはその母国語を解する者が対応し、相談者等が女性である場

合には女性が対応することにより、相談者等が相談しやすい状況をつくり、被害者の

認知・把握に努める。また、人身取引の被害者を含む幅広い外国人の人権侵害、生活

上のトラブルへの対応を通じて、潜在的な人身取引被害者の認知及び保護を推進する

ため、外国人総合相談窓口及び市区町村と人身取引対策関係機関の連携を図る。さら

に、相談窓口を設けているＮＧＯの連絡先やコンタクト・ポイントの周知を図るなど、

ＮＧＯとの連携・情報交換を推進する。あわせて、被害者の被害申告をより容易にす

るための多言語ホットラインの運用又は運用の支援について検討する。 

 

③ 取締り過程における被害者の発見 

 

警察、入国管理局、労働基準監督署等において、不法入国・不法残留事犯、風俗関

係事犯、売春事犯、児童買春・児童ポルノ事犯等又は外国人に係る労働基準法等違反

事案を取り扱う際には、人身取引被害者が潜在している可能性があることを考慮した

上、被害者が警戒心や不安感から人身取引被害の申告を躊躇することのないように、

例えば、当事者が外国人である場合にはその母国語を解する者が対応し、当事者が女

性である場合には女性が対応することにより、被害者が被害を申告しやすい状況をつ

くり、人身取引事犯の早期発見に努める。また、性的搾取を受けている人身取引被害

者が、その実態を売買春等の相手方に話す可能性もあることから、売買春事犯等の捜

査において売買春等の相手方から事情聴取する場合には、潜在的被害者の発見を念頭

に置いた事情聴取を行い、情報の入手に努める。 

 

 ④ 新たに明らかになった被害者への対応 

 

各種窓口や取締り過程において人身取引被害者を発見した場合であって、保護した

被害者からの情報を基に他の被害者の存在が明らかになったときには、関係行政機関

が協力し速やかに対応する。 

 

（２）被害者保護の徹底 

① 被害者の保護 

   

  関係行政機関において人身取引被害者を認知した際には、被害者が悪質な雇用主、

ブローカー等から危害を加えられるおそれが強いこと等を踏まえ、必要に応じて警

察や入国管理局への通報を行うほか、相互に連携して適切な保護措置を講ずる。 
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② 被害者の安全確保 

 

被害者からの事情聴取その他の刑事手続においては、被害者の安全確保、二次的被

害の防止・軽減等を図るため、被害者からの相談への対応及び事情聴取場所の配慮、

被害者支援員等による法廷への付添い、被害者等通知制度による情報の提供等を行う

とともに、公判手続における遮蔽
へ い

措置、ビデオリンク方式による証人尋問等人身取引

被害者の立場や心情に配慮した手続が実現されるように努める。 

 

 ③ 被害者としての立場への配慮 

 

警察、入国管理局等において、相談・各種手続、取締り等の過程で人身取引被害者

であることが判明した被害者に対して、被害者保護施策の周知及び在留特別許可等の

法的手続に関する十分な説明を行うとともに、可能な範囲で今後の捜査について説明

を行う。また、捜査機関において、人身取引被害者が犯した犯罪が人身取引被害の一

環として同取引に付随して行われたものである場合には、以後の捜査の状況を勘案し

つつ、被害者としての立場に十分配慮した措置に努める。 

 

④ 被害者の法的地位の安定 

 

被害者の保護を優先する観点から、人身取引被害者に対しては、被害者の立場を十

分考慮しながら、被害者の希望等を踏まえ、被害者が正規在留者である場合には、在

留期間の更新や在留資格の変更を許可し、被害者が不法在留等の入管法違反状態にあ

る場合には、在留特別許可を行って、被害者の法的地位の安定を図る。 

 

（３）シェルターの提供と支援 

 ① 婦人相談所等における保護、援助等の実施 

 

婦人相談所において、警察、入国管理局等の関係行政機関、在京大使館、ＩＯＭ（国

際移住機関）及びＮＧＯとの連携確保に努め、国籍、年齢を問わず、売春を強要され

るなど過酷な状況に置かれた人身取引被害女性の一時保護を行い、被害女性に対する

衣食住の提供、居室や入浴への配慮、食事への配慮、夜間警備体制の整備等の支援を

実施する。なお、所在地が秘匿されていること、被害女性の母国語を解する職員がい

ること等から、より適切な保護が見込まれる場合には、民間シェルター等への一時保

護委託を実施する。また、被害者が児童である場合には、必要に応じて、児童相談所

と連携して適切な保護措置を講ずる。 

 

 ② 婦人相談所における母国語による通訳サービス 
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婦人相談所において、人身取引被害者を保護及び支援するに当たっては、通訳雇上

費を活用することにより、必要な通訳を確保するとともに、専門通訳者養成研修事業

の実施による通訳の養成に努め、被害者の母国語による支援の充実を図る。 

 

 ③ 婦人相談所等におけるカウンセリング、医療ケア等の実施 

 

婦人相談所に配置されている心理判定員及び一時保護所に配置されている心理療

法担当職員による人身取引被害者のカウンセリングを実施するとともに、関係行政機

関と連携しながら、婦人相談所に配置されている相談指導員等による被害者の意向を

踏まえた相談活動を実施する。また、無料低額診療事業の利用又は医療費の補助の活

用により、必要な医療ケアを提供する。なお、被害者が児童である場合には、児童相

談所において、必要に応じて、児童心理司等による面接、医師による診断等を行うと

ともに、高度の専門性が要求される場合は、専門医療機関と連携するなど、心理的ケ

アや精神的な治療を行う。 

 

 ④ 被害者に対する法的援助に関する周知等 

 

人身取引被害者が、加害者に対して損害賠償請求を行うに当たっては、当該被害者

が我が国に住所を有し、適法に在留している場合であって、収入等の一定の要件を満

たすときには、総合法律支援法に基づく日本司法支援センターの民事法律扶助が活用

可能であること及び刑事訴訟において被害者参加制度を利用するに当たっては、収入

等の一定の要件を満たす場合には、同センターを経由して国選被害者参加弁護士の選

定を請求することが可能であることについて周知を図る。また、婦人相談所において、

被害者支援の一環として、被害女性に対する無料法律相談や情報提供、婦人相談所の

職員に対する助言や関係者との調整を、必要に応じて弁護士等により、行うなど可能

な法的援助を実施する。 

   

（４）被害者保護施策の更なる充実 

① 中長期的な保護施策に関する検討等 

    

 我が国への滞在が中長期化している人身取引被害者について、滞在に伴う負担を軽

減するため、婦人相談所等における保護及び支援体制の整備並びに婦人相談所等と捜

査機関との連携について検討するとともに、滞在が中長期化する事情等について検証

し、必要な保護施策について検討する。また、帰国することのできない被害者につい

ては、本人の意思を尊重しつつ、その理由や、会話のできる言語等を考慮し、関係行

政機関が連携して必要な支援を行うよう努めるとともに、個別の事情を総合的に勘案

した上、必要に応じて就労可能な在留資格を認める。さらに、我が国で就労可能な在

留資格が認められた被害者については、就労の希望等を勘案し、必要に応じて就労支

援を行うように努める。 
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② 男性被害者の保護施策に関する検討 

   

 外国人に係る雇用関係事犯を端緒とする人身取引事案においては、男性被害者を認

知する可能性があり、女性の保護を専門にしている婦人相談所では対応できないこと

から、男性被害者の保護施策について検討する。 

 

（５）帰国支援の推進 

 ① 被害者の円滑な帰国に向けた環境整備 

    

  婦人相談所、警察、入国管理局等の関係行政機関間の更なる連携強化を図るととも

に、ＩＯＭ、民間シェルター等との緊密な連携・協力を確保し、人身取引被害者の出

身国大使館と緊密な連絡・調整を図るなど、人身取引被害者の円滑な帰国に向けた環

境整備に努める。 

 

 ② 帰国用渡航文書の速やかな発給のための関係各国との情報交換 

 

人身取引被害者に対する速やかな保護のため、帰国を希望する人身取引被害者に対

して当該国大使館等から帰国用渡航文書が速やかに発給されるよう関係各国との情

報交換を推進する。 

 

 ③ 帰国支援等の充実 

 

ＩＯＭを通じて行っている人身取引被害者に対する帰国支援について、支援体制を

一層充実させるとともに、被害者の出身国政府等と協力の上、被害者の地元コミュニ

ティへの再統合、再被害の防止のための情報収集等総合的な支援策を講ずる。 

 

④ 被害者の帰国に際しての安全確認の実施 

 

被害者の帰国に当たっては、再被害を防止し、被害者の出身国政府、ＩＯＭ等と協

力の上、帰国後の受入先の安全確認を実施し、本人の状況に応じて人道的観点から適

切な措置を講ずる。 

 

４．人身取引対策の総合的・包括的推進のための基盤整備 

（１）国際的取組への参画 

 ① 人身取引議定書の締結 

 

２００５年６月に国会の承認を得た「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条

約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定

書」について、同議定書を実施するための国内法整備が完了していることから、同条

約締結後速やかに同議定書を締結する。また、国際連合等における人身取引対策に関
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するその他の取組に対しても積極的に協力する。 

 

 ② 外国の関係機関等との情報共有等 

 

外国の関係機関等との情報共有等のため、次の取組を推進する。 

・ タイ、フィリピン等の捜査機関、国内外のＮＧＯ等を招いて警察庁が開催して

いる「東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取対策に関するセミナー」にお

いて、東南アジアにおける国外犯に関する捜査協力の拡充・強化を図る。 

・ 東南アジア諸国の入国管理当局、ＩＯＭ等関係機関を招いて法務省入国管理局

が開催している「出入国管理セミナー」において、情報交換及び意見交換を行い、

その中で人身取引に係る情報の共有を図る。 

・ 国連アジア極東犯罪防止研修所における各種研修等を通じて、途上国における

捜査協力に関する能力向上を図るとともに、各国の捜査官等の交流の強化を図る。  

・ アジア・太平洋地域における人身取引対策に関する情報共有の更なる推進のた  

め、バリ・プロセス（密入国・人身取引及び関連の国境を越える犯罪に関する地

域閣僚会議フォローアップ・プロセス）に積極的に対応する。 

  ・ 人身取引被害者の送出国との間で、適切な情報交換等を可能とする二国間協    

力・情報交換の枠組みの構築について検討する。 

 

 ③ 国際的な支援 

 

我が国における人身取引被害者の出身国となる可能性の高い途上国における教育

の普及、被害者ケア、職業能力の強化、法執行力の強化等を図るためＯＤＡによる協

力を推進するほか、国際協力の手段を活用し、人身取引の背景の一つである貧困の削

減に取り組むとともに、各国における人身取引の防止と被害者の支援に資する協力を

実現する。 

 

（２）国民等の理解と協力の確保 

 ① 総合的な啓発・広報活動 

 

人身取引について社会的な啓発を図り、人身取引撲滅を推進するため、毎年１１月

に実施している「女性に対する暴力をなくす運動」において、人身取引を含む女性に

対する暴力を根絶するため、地方公共団体を始め広く関係団体と連携して広報啓発を

実施するほか、関係行政機関が協調して、人身取引が決して許されない悪質な犯罪で

あり、人身取引の目的となる搾取には性的搾取のほか労働搾取等が含まれることや、

人身取引に対する政府の取組等について、パンフレットの作成・配付やホームページ

への掲載、在外公館を通じた人身取引被害者の送出国に対する広報等を通じて積極的

に広報することにより、国民等の意識啓発と協力の確保に努める。 

 

 ② 人権啓発冊子の作成及び配付 
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法務省の人権擁護機関において、我が国の人身取引対策に関する記載を含む人権啓

発冊子を作成・配付するとともに、「外国人の人権を尊重しよう」、「人身取引をなく

そう」等を啓発活動の年間強調事項と定め、全国の法務局及び地方法務局において講

演会・研修会等の啓発活動を実施する。 

 

 ③ 学校教育等における取組 

 

学校教育・社会教育等において、発達段階・生涯の各時期に応じ、人権尊重の意識

を高める教育を充実するとともに、学校教育活動全体を通じて、性に関する科学的知

識や生命を尊重する態度、自ら考え判断する能力を身に付け、望ましい行動をとれる

ように指導することにより、売買春防止のための啓発を図る。その一環として、少年

非行防止教室等における広報活動を通じて、売買春の被害防止等に関する少年の規範

意識を醸成するための教育・啓発を行う。あわせて、独立行政法人国立女性教育会館

において、人身取引の防止のための教育・啓発と連携方策に関する調査研究を行う。 

 

④ 人身取引に関連する行為を規制する法令の遵守の促進等 

 

人身取引の目的となる搾取には性的搾取のほか労働搾取等が含まれること及び雇

用者等が意識せず人身取引に類する行為を行う場合が散見されることを踏まえ、雇用

者等への重点的な広報啓発活動等により、人身取引に関連する意識の向上、人身取引

に関連する行為を規制する法令（刑法、入管法、売春防止法、風営適正化法、職業安

定法、労働基準法、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法等）の理解・遵守を促

し、人身取引への加担を防止するように努める。 

 

 ⑤ 性的搾取の需要側への啓発 

 

海外旅行者による渡航先における児童買春等の行為について、同行為が我が国の法

令に照らして違法であることに加え、当該国における人身取引を助長することから、

我が国の旅行会社、パスポートセンター等における、海外旅行者に対する児童買春等

の防止のためのポスターの掲示及びリーフレットの配付を通じて、潜在的な性的搾取

の需要側への啓発を推進する。 

 

（３）人身取引対策の推進体制の強化 

① 関係行政機関職員の知識・意識の向上 

   

 巧妙化・潜在化する人身取引事犯に的確に対処し、人身取引被害者を適切に保護す

るため、各関係行政機関において、関係職員に対する専門的かつ実践的な研修等の実

施を通じて、人身取引対策を推進する上で必要な知識・技能の習得及び意識の向上を

図る。 
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② 関係行政機関の連携強化・情報交換の推進 

 

人身取引の定義及び最近の情勢を踏まえつつ、関係省庁が連携して、被害者の認知

から保護・帰国支援に至る一連の手続等や関係行政機関の連携の在り方を検証し、人

身取引事案の取扱方法について体系的な整理を行う。また、人身取引事案に係る関係

省庁横断的な情報共有及び統計の充実を図るとともに、事例の蓄積を行い、人身取引

被害者の特定や人身取引事案の適切な取扱方法と合わせて、関係省庁間、国と地方の

間及び地方の関係行政機関間で情報交換を行う枠組みについて検討する。あわせて、

人身取引対策に係る政策の企画・立案・調整を一元的に担当する部局を設置する必要

性について検討する。 

 

 ③ ＮＧＯ、ＩＯＭ等との連携確保 

 

関係省庁及びＮＧＯの連絡会議を引き続き定期的に開催するとともに、ＮＧＯ、Ｉ

ＯＭ等と適切な連携を図り、官民一体となった人身取引対策を推進する。 

 

④ 外国人施策の推進・検討のための枠組みとの連携 

 

関係省庁において、人身取引対策を推進する際には、政府全体における外国人施策

との整合性を確保するなど各種外国人施策の推進・検討のための枠組みとの必要な連

携・協力を図る。 

 

 ⑤ 犯罪被害者等施策の推進・検討のための枠組みとの連携 

 

関係省庁において、人身取引被害者の保護のための各種施策を推進する際には、政

府全体における犯罪被害者等施策の推進の観点から、犯罪被害者等基本計画との整合

性を確保するなど犯罪被害者等施策の推進・検討のための枠組みとの必要な連携・協

力を図る。 

 

⑥ 人身取引対策の効果的かつ継続的な推進と行動計画の見直し 

 

政府が一体となって人身取引対策を効果的かつ継続的に推進するため、各施策の進

捗状況を定期的に検証するとともに、人身取引に係る最新の情勢の把握に努め、人身

取引の手口の変化等に対応して、随時必要な施策を検討・推進し、あわせて、必要に

応じて行動計画の見直しを行う。 

 


